
・小中学校の暴力行為総計では前年度から248件（4.6％）減少しました。《新型コロナウイルス感染症拡大防

止のための一斉臨時休業期間（令和２年３月）を含みます。》 

・小学校では生徒間暴力のみ47件（1.5％）増加し、前年度から対教師暴力が35件（10.7％）、対人暴力が９

件（60％）、器物損壊が52件（10.2％）減少しました。 

・中学校では生徒間暴力が前年度から163件（16.0％）減少し、暴力行為総件数は６年連続で減少傾向が続い

ています。 

・組織（チーム）対応に加え、未然防止の取組や関係機関との連携強化をさらに進めていきます。 

令和元年度 

｢暴力行為｣・「いじめ」・「長期欠席」の状況調査結果（小中学校） 

 

・いじめの認知件数は小学校で242件（5.9％）増加していますが、中学校では158件（11.1％）減少しています。

全体としては84件（1.5％）増加しています。《新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一斉臨時休業期間（令

和２年３月）を含みます。》 

・いじめの態様は「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が66.3％と最も多いです。 

・各学校ではアンケートや教育相談等を通じていじめの認知に努めていますが、児童生徒の中には苦しみを発信する

ことができず、認知につながっていないことがまだあることも考えられます。いじめは「どの子どもにも、どの学

校にも起こりうる」ことを十分に認識し、なお一層早期発見に努めていきます。 

 

・長期欠席者数（年間30日以上欠席）は前年度より410人（6.4％）増加し6,786人でした。そのうち、不登

校児童生徒数は874人（17.6％）増加し5,852人でした。長期欠席者数、不登校児童生徒数ともに毎年増加

しています。 

・病気による欠席者数は350人（38.5％）減少し559人、その他の理由による欠席者数は114人（23.3％）減

少し375人でした。 

・再登校だけでなく、社会的自立を目的とした家庭との連携や、医療・福祉・フリースクール等の機関連携を

はじめ、在籍級以外の特別支援教室等での学習やICTを活用した学習等、個の状況に応じた支援を進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度『神奈川県児童・生徒の問題行動等調査』による  
１ 暴力行為       5,184件  [対前年度 248件（4.6％）減] 

小学校は微減        [対前年度   49件（ 1.2 ％）減] （30年度 4,034件→元年度 3,985 件） 

中学校は減少        [対前年度  199件（14.2 ％）減] （30年度 1,398件→元年度 1,199件） 

 

 

 
 
 

２ いじめ（認知件数）  5,630件   [対前年度 84件（1.5％）増] 

小学校は増加        [対前年度  242件（ 5.9％）増]（30年度 4,123件→元年度 4,365件）  

中学校は減少        [対前年度  158件（11.1％）減]（30年度 1,423件→元年度 1,265件）  

 

 

 

 
 
 

３ 長期欠席       6,786人   [対前年度 410人（6.4％）増] 

不登校は増加           [対前年度 874人（17.6％）増] （30年度4,978人→元年度5,852人） 

不登校以外の長期欠席は減少   [対前年度 464人（33.2％）減] （30年度1,398人→元年度 934人） 

 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先 

教育委員会事務局 人権教育・児童生徒課長 三嶽 昌幸       Tel 045-671-3706 

令和２年 1 0 月 2 2 日 
教 育 委 員 会 事 務 局 
人権教育・児童生徒課  

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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１ 暴力行為の発生状況【概要】 

【表1-1】全暴力行為の発生件数 【４形態の暴力行為（１）～（４）の合計】

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率
小学校 2,080 2,861 3,461 4,034 3,985 -49 -1.2%
中学校 1,826 1,476 1,468 1,398 1,199 -199 -14.2%

計 3,906 4,337 4,929 5,432 5,184 -248 -4.6%

（１）対教師暴力の発生件数
H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

小学校 192 304 389 326 291 -35 -10.7%
中学校 145 112 104 91 88 -3 -3.3%

計 337 416 493 417 379 -38 -9.1%

（２）生徒間暴力の発生件数
H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

小学校 1,525 2,060 2,442 3,185 3,232 47 1.5%
中学校 1,077 929 930 1,017 854 -163 -16.0%

計 2,602 2,989 3,372 4,202 4,086 -116 -2.8%

（３）対人暴力の発生件数
H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

小学校 27 52 15 15 6 -9 -60.0%
中学校 11 29 14 4 6 2 50.0%

計 38 81 29 19 12 -7 -36.8%

（４）器物損壊の発生件数
H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

小学校 336 445 615 508 456 -52 -10.2%
中学校 593 406 420 286 251 -35 -12.2%

計 929 851 1,035 794 707 -87 -11.0%

資 料 

【図1-A】 【図1-B】 

【図1-C】 【図1-D】 
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※「子どもの社会的スキル横浜プログラム」は、子どもがコミュニケーション能力や人間関係を築く力を育むために横浜市が開発したプログラム。 

子どもが日常生活の様々な問題を自らの力で解決できるよう、年齢相応の社会的スキルを育成することを目的とする「指導プログラム」と学級や

個人の社会スキルの育成の状況を把握し、改善の方法を探る「Ｙ-Ｐアセスメント」から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 小学校での暴力行為の発生件数は、前年度比1.2％の減少です。 

・ 対教師暴力の発生件数が前年度比35件（10.7％）減、器物損壊の発生件数が同52件(10.2％)減とそれぞれ減少しました

が、生徒間暴力の発生件数は同47件（1.5％）増と引き続き増加しています。 【表1-1】【図1-A】 

・ 学年が上がるごとに暴力行為者数も増加する傾向が見られます。 【図1-C】 

・５回以上繰り返し暴力行為を起こした児童の数は前年度から 22人増加し、その件数は前年度から 199件（32.0％）増加し

ました。【表 1-2】【表 1-3】発達の特性やコミュニケーション力の不足によるトラブルなど、年齢相応の社会的スキルが身

についていないことや学習のつまずきといったことが考えられます。 

■ 中学校での暴力行為発生件数は６年連続の減少です。 

・ 中学校では、暴力行為の総計が６年連続で減少しています。生徒間暴力が前年度から 163件（16.0％）減少し、器物損壊

が同35件（12.2％）、対教師暴力が同３件（3.3％）減少しており、全体として減少傾向が引き続き見られます。 

【表1-1】【図1-B】 

・ 中学校１年生の暴力行為の発生件数が最も多く、学年が上がるにつれて減少していく傾向が４年連続で続いています。 

【図1-D】 

 

 

 

【表1-2】特定の児童生徒が暴力行為を繰り返す状況 

（過去５年の５件以上暴力行為を起こした人数と件数） 

・小学校では児童間での暴力行為の増加傾向が続いています。自分の思いを伝えたり、相手の思いを受け止めたりするコ

ミュニケーションスキルや自分の感情をコントロールするスキルといった能力を身につける必要性があると考えられま

す。学年が上がるにつれ暴力行為も増加する傾向があり、低学年の段階でしっかりと寄り添い、個に応じた丁寧な指導

やきめ細かな支援をしていくことが暴力行為の減少に繋がると考えられます。 

・中学校では６年連続で暴力行為が減少しています。「社会で許されないことは学校でも許されない」という毅然とした

組織（チーム）による対応と、特に未然防止の取組が定着してきた成果と考えられます。 

・引き続き専任教諭を中心とした組織（チーム）で対応すること、保護者との信頼関係と協力した指導、警察や児童相談

所・療育センターといった関係機関との連携を強化することも大切です。 

・横浜プログラムの活用や特別支援の視点を取り入れた教科学習等を学校全体で取り組んでいくことで学級や集団にあた

たかな風土を醸成し、自分の存在を大切に思う自己肯定感の醸成にも繋がります。 

 

【表1-3】 

特定の児童生徒が 

暴力行為を繰り返す状況 

（Ｒ１ 学年別人数と件数） 

【図1-E】 

H27 H28 H29 H30 R1
人数 57 66 74 78 100
件数 547 667 778 621 820
人数 19 14 12 8 14
件数 122 80 97 77 96

小学校

中学校

人数 回数

1年 10 122
2年 18 149
3年 13 100
4年 25 210
5年 22 168
6年 12 71

1年 9 58
2年 4 28
3年 1 10

合計 合計 114 916

中学校

小学校
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２ いじめの認知状況【概要】 

（１）【表2-1】いじめの認知件数 

 

 

 

 

 

（２）【表2-2】いじめの年度内における解消率 

（３）【表2-3】いじめの態様（複数選択回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 小中学校総計では、いじめの認知件数が増加しました。（年度内解消率は61.9％） 

・ いじめの認知件数は前年度から小学校では 242件（5.9％）増加、中学校では前年度から158件（11.1％）減少しました。

小中合計では前年度から84件（1.5％）増加しています。 【表2-1】 

・ 年度内での解消率は61.9％ですが【表2-2】【図2-A】 国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定（H29.3）で

「いじめの解消している状態」※として最低３か月の目安が示されたことにより、年度内での解消が確認することができな

※割合：いじめ認知件数に対して各項目が占める割合 

H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

小学校 1,343 2,985 3,566 4,123 4,365 242 5.9%

中学校 509 791 1,083 1,423 1,265 -158 -11.1%

計 1,852 3,776 4,649 5,546 5,630 84 1.5%

R1

件数 ※割合 件数 ※割合 件数 ※割合

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 2,829 64.8% 903 71.4% 3,732 66.3%

仲間はずれ、集団による無視をされる。 604 13.8% 162 12.8% 766 13.6%

軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。 1,060 24.3% 147 11.6% 1,207 21.4%

ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする。 331 7.6% 55 4.3% 386 6.9%

金品をたかられる。 53 1.2% 32 2.5% 85 1.5%

金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 348 8.0% 75 5.9% 423 7.5%

嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 556 12.7% 110 8.7% 666 11.8%

パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。 74 1.7% 132 10.4% 206 3.7%

その他 158 3.6% 47 3.7% 205 3.6%

件数合計（複数回答） 6,013 1,663 7,676

※認知件数 4,365 1,265 5,630

小学校 中学校 小中学校計

小学校 H27 H28 H29 H30 R1

認知件数 1,343 2,985 3,566 4,123 4,365

解消件数 1,018 2,154 2,605 2,785 2,738

一定解消 321 743 － － －

取組中 4 88 961 1,338 1,627

解消率 75.8% 72.2% 73.1% 67.5% 62.7%

中学校 H27 H28 H29 H30 R1

認知件数 509 791 1,083 1,423 1,265

解消件数 366 538 765 919 748

一定解消 142 220 － － －

取組中 1 33 318 504 517

解消率 71.9% 68.0% 70.6% 64.6% 59.1%

合計 H27 H28 H29 H30 R1

認知件数 1,852 3,776 4,649 5,546 5,630

解消件数 1,384 2,692 3,370 3,704 3,486

一定解消 463 963 － － －

取組中 5 121 1,279 1,842 2,144

解消率 74.7% 71.3% 72.5% 66.8% 61.9%

【図2-A】 
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※「解消している状態」とは、①いじめに係る行為が３か月（目安）止んでいる ②当該児童生徒が心身の苦痛を感じていない

（本人・保護者に面接等により確認） 国の「いじめ防止等のための基本的な方針」（29年３月改定）より 

 

 

いケースがあります。また安易に目安の３か月で解消とせず、慎重に見極めて解消の判断をしている結果とも考えられます。 

※昨年度は、３月３日より新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業となりました。学校が再開した６月以降は、

解消数が大幅に増えました。年度をまたぎ、当該児童生徒や保護者に心身の苦痛を感じていないかを丁寧に確認した結果で

あると考えます。（ 県の調査に基づき、３か月後の令和２年７月末において、在校している児童生徒に対して確認できた解

消件数1,174件を加えた解消率は82.8％となっています。） 

 

 

■ いじめの態様は「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が全体の3,372件（66.3％）を占めます。 

・小中学校ともに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」がもっとも多く、昨年に続き高い割合で     

す。また、割合としては少ないものの、「金品をたかられる」が85件ありました。 【表2-3】 

・校種の特徴としては、小学校では「軽くぶつかられたり…」、「ひどくぶつかられたり…」（計31.9％）、「仲間はずれ、集団   

による無視をされる」（13.8％）といった被害の訴えが多く、中学校になると「パソコンや携帯電話等…」(10.4％)の被害

の訴えが増加する傾向があります。 【表2-3】 

（４）いじめの発見のきっかけ 

■ いじめの発見のきっかけは、主に「当該児童生徒の保護者からの訴え」2,240 件（39.8％）、「本人からの訴え」1,510 件

（26.8％）、「学校の教職員等が発見」1,418件（25.2％）の３つです。 

 

・「当該児童生徒の保護者からの訴え」、「本人 

からの訴え」以外では、「学級担任が発見」 

(14.2％)、「アンケート調査など学校の取組に 

より発見」（6.0％）、「他の児童生徒からの情報」 

(5.0％)となっています。 【表2-4】 
 

・「アンケート調査など学校の取組により発見」は 

29年度より続けて増加しています。 

H29：196件（4.2％） 

H30：263件（4.7％） 

R元：337件（6.0％） 

 

・認知したいじめへの対応が大切です。組織で迅速な対応を行うとともに、被害児童生徒の思いに寄り添い、継続して見守り

をすることが被害児童生徒の安心と安全につながると考えます。 
・本人や保護者からの訴えが多くなってきています。児童生徒が悩むことなく相談することができるように、日頃から児童生

徒との信頼関係をつくることや定期的な教育相談、アンケートの実施や横浜プログラムを活用したＳＯＳの出し方教育の実

践等を行います。 
・児童生徒が互いを認め合う心をもち、関係を築いていくことができるように指導・支援を行い、「いじめが起こりにくい学

級風土づくり」を推進するとともに、横浜子ども会議の取組等、児童生徒が主体的にいじめ問題について取り組むことが大

切です。 
・ 金銭授受については、「子ども同士のお金のやり取りはいけないこと」として、年度当初等にリーフレットを配布して啓発

をしています。認知した際には警察等との連携を図っていくことも必要です。 

・「ネットいじめ」といわれる「パソコンや携帯電話などの誹謗中傷等」については、事実が把握されにくく、気づいたとき

には被害が拡大していることがあります。小学校低学年からの計画的なネットリテラシー教育や情報モラル教育等の実施、

フィルタリングの徹底等について保護者への啓発を行っていきます。 
・今年度は特に新型コロナウイルス感染症等をきっかけとしたいじめが起きないように、人権尊重の精神を基盤とした取組を

推進します。 
・引き続き「いじめ重大事態に関する再発防止策」（H28年度策定）の８項目34の取組を確認するとともに、当たり前のこと

を確実に実行していきます。 

【表2-4】いじめ発見のきっかけ 

件数 構成比

●学校の教職員等が発見 1,418 25.2%

学級担任が発見 802 14.2%

学級担任以外の教職員が発見 242 4.3%

養護教諭が発見 31 0.6%

スクールカウンセラー等の相談員が発見 6 0.1%

アンケート調査など学校の取組により発見 337 6.0%

●学校の教職員以外からの情報により発見 4,212 74.8%

本人からの訴え 1,510 26.8%

当該児童生徒の保護者からの訴え 2,240 39.8%

他の児童生徒からの情報 280 5.0%

他の保護者からの情報 145 2.6%

地域の住民からの情報 11 0.2%

学校以外の関係機関からの情報 22 0.4%

その他（匿名による情報など） 4 0.1%

5,630 100.0%計

R1

R1
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３ 長期欠席（不登校等）の状況【概要】 

（１）不登校児童生徒数 【表3-1】【長期欠席者内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「1,000人当たり」は、児童生徒1,000人当たりの不登校児童生徒数 

【表3-2】【欠席日数別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校】 【中学校】 

【図3-C】新たな不登校の状況（経年変化） 【図3-D】不登校の状況（学年別） 

 

【図3-A】 【図3-B】 

【小中学校】 H27 H28 H29 H30 R1 増減 増減率

病気 885 845 862 909 559 -350 -38.5%

経済的理由 11 0 0 0 0 0 0.0%

不登校 3,367 4,059 4,559 4,978 5,852 874 17.6%

その他 821 448 472 489 375 -114 -23.3%

合計 5,084 5,352 5,893 6,376 6,786 410 6.4%

不登校児童数 1,000人当たり 不登校児童数 1,000人当たり 不登校児童数 1,000人当たり 不登校児童数 1,000人当たり 不登校児童数 1, 000人当たり 割合
①30～89日 541 3.0 679 3.7 719 4.0 904 5.0 1 ,226 6.8 59.2%
②90日以上 488 2.7 512 2.8 680 3.8 755 4.2 844 4.7 40.8%
③合計（①+②） 1,029 5.6 1,191 6.6 1,399 7.7 1,659 9.2 2 ,070 11.5 100.0%
④出席10日以下 122 0.7 89 0.5 103 0.6 112 0.6 140 0.8 6 .8%

不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1,000人当たり 不登校生徒数 1, 000人当たり 割合
①30～89日 772 9.5 1,056 13.1 1,208 15.3 1,089 14.1 1 ,450 18.9 38.3%
②90日以上 1,566 19.3 1,812 22.5 1,952 24.7 2,230 28.8 2 ,332 30.4 61.7%
③合計（①+②） 2,338 28.8 2,868 35.6 3,160 40.0 3,319 42.9 3 ,782 49.3 100.0%
④出席10日以下 425 5.2 424 5.3 447 5.7 495 6.4 534 7.0 14.1%

※④の不登校生徒数は②の内数

R1

※④の不登校児童数は②の内数

中学校
H27 H28 H29 H30 R1

小学校
H27 H28 H29 H30
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■ 長期欠席者のうち、病気は前年度比350人（38.5％）、その他は同114人（23.3％）減少しました。 

前年度からの継続ではない新たな不登校の数は、不登校全体の約半数の50.4％(前年度45.7％)です。 

・H27年度以降、全体、小・中学校とも不登校の増加傾向が続いています。 【表3-1】  

（前年比不登校増加率 H28年度20.6％増→ 同H29年度12.3％増→ 同H30年度9.2％増→ 同R元年度17.6％増） 

・小学校では30～89日の欠席児童が1,226人（59.2％）、中学校では90日以上の欠席生徒が2,332人（61.7％）と不登校全

体の半数以上を占めています。 【表3-2】 

・新たに不登校となった児童生徒数が、不登校全体の50.4％（前年度45.7％）です。【図3-C】 中学校1年生の不登校生徒

数に占める新規生徒数が多くなっています。 【図3-D】 

（２）【表3-3】不登校の要因と考えられる状況 

■ 不登校の主たる要因を状況別にみると、学校に係る状況では「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が 16.5％、家庭に係る状

況では「親子の関わり方」が8.7％、本人に係る状況では「無気力・不安」が44.0％と高い割合を占めています。【表3-3】 

・不登校の要因として考えられる、①主たるものと②主たるもの以外（複数回答可）の回答数の合計は、小学校では「無気力・

不安」（1,169件）、「親子の関わり方」（602件）、「生活リズムの乱れ・あそび・非行」（447件）が多く、中学校では「無気力・

不安」（2,101件）、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」（974件）、「学業の不振」（540件）が多くなっています。 

 

・不登校になる要因は個々の状況により様々です。また、複数の要因が絡み合って不登校になると考えられます。個々の状況

を正確に把握し、専門家を交えたアセスメントと支援を行う必要があります。 

・不登校の状況にある児童生徒への支援は、再登校だけでなく、社会的自立に向けた支援を視野に入れ、教職員にカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーなど専門職を加えたチーム支援を行い、学校に係る状況や家庭・本人に係る状況の改善に

向けた取組を継続していきます。 

・日常の授業や行事等において児童生徒が主体的に取り組み、安心して過ごせるための「居場所づくり」や、自己肯定感を高

める「絆づくり」を意図的・組織的に行い、魅力ある学校づくりを推進します。 

・教育相談をはじめ、在籍級以外の特別支援教室等の環境整備や民間教育施設と連携した学習支援など、個々の不登校状況に

応じたきめ細かな支援を行います。 

・不登校児童生徒への支援の在り方について教職員の理解を深め、新たな不登校を生まないための学校風土づくりが大切で

す。また、小中学校による進級の際の引継ぎや個に応じた支援の引継ぎの充実を図ります。 

①主たるもの（１人1つずつ必ず選択） 2 207 63 94 7 1 17 68 46 293 37 265 897 73

②主たるもの以外にも当てはまるもの（複数） 14 112 41 177 9 2 16 41 48 309 50 182 272 10

①主たるもの（１人1つずつ必ず選択） 2 757 38 278 36 44 28 147 86 218 66 365 1,676 41

②主たるもの以外にも当てはまるもの（複数） 8 217 37 262 57 40 18 49 36 163 62 166 425 2

①合  計 4 964 101 372 43 45 45 215 132 511 103 630 2,573 114

②合　計 22 329 78 439 66 42 34 90 84 472 112 348 697 12

0.1% 16.5% 1.7% 6.4% 0.7% 0.8% 0.8% 3.7% 2.3% 8.7% 1.8% 10.8% 44.0% 1.9%

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区分

　　　　　学校種
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に
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し
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・
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家庭に係る状況 本人に係る状況学校に係る状況
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ク
ラ
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動

、
部
活

動
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へ
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学
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き
ま
り
等
を

め
ぐ
る
問
題

入
学

、
転
編
入
学

、

進
級
時
の
不
適
応

※令和元年度より調査項目が変更となりました

①主たる要因の件数合計に対する割合

小学校

中学校
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※「横浜教育支援センター」では、人間関係づくりを基盤とした総合的な支援を行うことを通し、不登校の児童生徒が、将来的に社会的自立ができ

るようにすることを目的として、対象とする児童生徒の在籍校と連携を図りながら運営をしています。 

児童生徒の状況に応じて、大きく３つの事業を実施しています。 

①「ハートフルフレンド」ひきこもりがちな児童生徒の家庭に、兄や姉に相当する世代のハートフルフレンド（大学生・大学院生）が、訪問を 

して話し相手・遊び相手になることで状態の緩和を図る 

②「ハートフルスペース」学校とは別の施設に、週に１～２回通室し、支援員をはじめ、ボランティアとともに創作活動や軽スポーツなどをし 

 て過ごす 

③「ハートフルルーム」市内の学校に設けられた別教室に毎日通室し、支援員をはじめ、ボランティアとの様々な活動を通して基本的な生活習

慣や学習習慣を身につける 

といった支援を児童生徒に行います。 

また、保護者同士の情報交換会等の場や、民間教育施設との協働した体験活動も実施しています。 

（３）【表3-4】不登校児童生徒が相談指導を受けた機関 

 

■ 不登校児童生徒に対して、状態に応じた様々な支援を行っており、関係機関等との連携が進んでいます。 

・カウンセラーやスクールソーシャルワーカーが関わった不登校児童生徒数は2,331人（前年比413人、21.5％増）です。 

・民間団体、民間施設による支援は、学校が把握できるもので353人（前年比78人、28.4％増）です。 

・横浜教育支援センター※（ハートフルフレンド家庭訪問事業、ハートフルスペース、ハートフルルーム）による支援者数は

447人（前年比14人、3.2％増）です。 

・病院、療育センターなど医療と連携した支援は1,011人（前年比247人、32.3％増）です。 【表3-4】 

・これとは別に、教育相談に関する調査項目では、R元年度はスクールソーシャルワーカーが320校（全小中学校数490校の

65.3％）において活動実績があり、不登校以外も含めた支援にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

 

・H29年度からすべての中学校ブロックで同じカウンセラーの配置を行っており、長期欠席児童生徒やその保護者に対し

て、進級・進学時でのスムーズな支援に繋げています。心理の視点からのアセスメントや必要に応じて医療機関の紹介

といった関係機関連携にも力を発揮しています。 

・スクールソーシャルワーカーは児童生徒だけでなく、保護者の困り感に寄り添い、相談に乗るとともに、福祉の視点か

ら課題整理や環境調整といった場面で力を発揮しています。 

・教育総合相談センターでは、保護者向けの不登校相談会の開催や横浜教育支援センターでのハートフル事業の推進を図

り、より一層支援体制の強化を進めていきます。 

・社会的自立を目的としたフリースクール等の民間教育施設と連携した学習支援等の取組をさらに推進し、特に出席10日

以下の児童生徒への丁寧な支援を行っていきます。 

教

育

支

援

セ

ン

タ
ー

（
適

応
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）

教
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教
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等
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施

設
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養
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ス
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ー

ル

カ

ウ

ン

セ

ラ
ー

・

相

談

員

等

に

よ

る

専

門

的

な

相

談

小学校 80 106 95 38 185 68 43 186 514 1,315

中学校 164 67 145 13 202 89 39 187 807 1,713

計 244 173 240 51 387 157 82 373 1,321 3,028

小学校 74 58 48 4 99 34 24 214 561 1,116

中学校 177 69 72 2 149 86 21 423 1,012 2,011

計 251 127 120 6 248 120 45 637 1,573 3,127

小学校 98 71 55 9 100 43 9 219 598 1,202

中学校 200 98 79 15 157 86 25 485 1,057 2,202

計 298 169 134 24 257 129 34 704 1,655 3,404

小学校 144 109 170 25 327 100 18 262 748 1,903

中学校 289 93 289 8 437 175 20 425 1,170 2,906

計 433 202 459 33 764 275 38 687 1,918 4,809
小学校 159 123 243 8 452 125 29 309 976 2,424
中学校 288 101 381 2 559 228 21 514 1,355 3,449

計 447 224 624 10 1,011 353 50 823 2,331 5,873

合
計

R1

Ｈ30

R1

相談・指導を受けた機関等(複数回答)

Ｈ29

Ｈ28

Ｈ27


